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(57)【要約】
　本発明は、タッチパネルへの意図しない誤入力を防止
することができる携帯端末及びその制御方法を提供する
ことを目的とする。本発明にかかる携帯端末（１）は、
タッチパネル（３０）、接触面積検出部（３０２）、入
力判定部（１０２）を備える。接触面積検出部（３０２
）は、物体がタッチパネル（３０）に接触した場合、タ
ッチパネル（３０）における物体の接触面積を検出する
。入力判定部（１０２）は、物体のタッチパネル（３０
）への接触による入力が有効であるか否か判定する。接
触面積検出部（３０２）が検出した接触面積が、指入力
時にタッチパネル（３０）に接する指先の接触面積の上
限に対応する値以上である場合、入力判定部（１０２）
は、物体の接触による入力は無効であると判定する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物体の接触により入力を行うタッチパネルと、
　前記物体が前記タッチパネルに接触した場合、前記タッチパネルにおける当該物体の接
触面積を検出する接触面積検出手段と、
　前記物体の前記タッチパネルへの接触による入力が有効であるか否か判定する入力判定
手段と、を備え、
　前記入力判定手段は、前記接触面積検出手段が検出した前記接触面積が、指入力時に前
記タッチパネルに接する指先の接触面積の上限に対応する値以上である場合、前記物体の
接触による入力は無効であると判定する携帯端末。
【請求項２】
　前記タッチパネルは、前記携帯端末をユーザが片手で把持した場合、把持した手の指の
一部が前記タッチパネルに触れる大きさである請求項１に記載の携帯端末。
【請求項３】
　前記タッチパネルに接触した前記物体の画像データを読み取る接触画像読取手段をさら
に備え、
　前記入力判定手段は、前記接触面積検出手段が検出した前記接触面積が前記指先の接触
面積の上限に対応する値よりも小さい場合、前記接触画像読取手段が読み取った画像デー
タに基づいて、前記物体の接触による入力が有効であるか否かを判定する請求項１または
２に記載の携帯端末。
【請求項４】
　予め登録された画像データを格納する登録画像記憶手段と、
　前記予め登録された画像データと前記接触画像読取手段が読み取った画像データとを比
較する画像比較手段と、をさらに備え、
　前記入力判定手段は、前記接触面積検出手段が検出した前記接触面積が前記指先の接触
面積の上限に対応する値よりも小さい場合、前記画像比較手段の比較結果に基づいて、当
該物体の接触による入力が有効であるか否かを判定する請求項３に記載の携帯端末。
【請求項５】
　前記入力判定手段は、前記接触面積検出手段が検出した前記接触面積が、ペン入力時に
前記タッチパネルに接するペン先の接触面積の上限に対応する値以上かつ前記指先の接触
面積の上限に対応する値よりも小さい場合、前記接触画像読取手段が読み取った画像デー
タに基づいて、前記物体の接触による入力は有効であるか否かを判定する請求項３または
４に記載の携帯端末。
【請求項６】
　前記画像データはユーザの指先画像データであり、前記接触画像読取手段は、前記タッ
チパネルに接触した前記指先画像データを読み取る請求項３～５のいずれか一項に記載の
携帯端末。
【請求項７】
　前記接触面積検出手段が検出した前記接触面積が、前記ペン先の接触面積の上限に対応
する値よりも小さい場合、ペン入力モードであると判定し、前記接触面積が前記ペン先の
接触面積の上限に対応する値以上かつ前記指先の接触面積の上限に対応する値よりも小さ
い場合、指入力モードであると判定するモード判定手段をさらに備える請求項５または６
に記載の携帯端末。
【請求項８】
　前記タッチパネルに複数の前記物体が接触する場合、
　前記入力判定手段は、それぞれの前記物体の前記タッチパネルへの接触による入力が有
効であるか否か判定する請求項１～７のいずれか一項に記載の携帯端末。
【請求項９】
　物体の接触により入力を行うタッチパネルに前記物体が接触した場合、前記タッチパネ
ルにおける当該物体の接触面積を検出し、
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　前記物体の前記タッチパネルへの接触による入力が有効であるか否か判定し、
　前記入力が有効であるか否かの判定は、
　検出した前記接触面積が、指入力時に前記タッチパネルに接する指先の接触面積の上限
に対応する値以上である場合、当該物体の接触による入力は無効であると判定する携帯端
末の制御方法。
【請求項１０】
　前記タッチパネルに接触した前記物体の画像データを読み取り、
　前記入力が有効であるか否かの判定は、
　検出された前記接触面積が前記指先の接触面積の上限に対応する値よりも小さい場合、
読み取った前記画像データに基づいて、前記物体の接触による入力が有効であるか否かを
判定する請求項９に記載の携帯端末の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は携帯端末及びその制御方法に関し、特にタッチパネルを備える携帯端末及びそ
の制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯端末のＵＩ(User Interface)として、指先やペンの接触を感知して入力操作
を行うタッチパネルが利用されている。接触を感知する方式として、抵抗膜方式、超音波
方式、静電容量方式等が提案されている。
【０００３】
　特許文献１には、タッチパネルにおけるペンの接触面積を検出し、検出された接触面積
に従って入力モードと消去モードとを切り替える技術が開示されている。具体的には、細
いペン先でタッチパネルに触れた場合は入力モードとして機能して、太いペン先でタッチ
パネルに触れた場合は消去モードとして機能する。
【０００４】
　また、特許文献２には、タッチパネルにおける接触面積が所定値未満である場合はペン
による入力と判定し、接触面積が所定値以上である場合は指による入力であると判定する
技術が開示されている。
【０００５】
　一方、特許文献３には、抵抗膜方式のタッチパネルに配列されるドットスペーサを異な
るピッチで配置する技術が開示されている。具体的には、タッチパネルにおいて、比較的
長いピッチでドットスペーサが配置された領域は指及びペンの双方での入力が可能となり
、前記ピッチよりも短いピッチでドットスペーサが配置された領域はペンのみの入力が可
能となる。また、ドットスペーサの配列ピッチがさらに短い領域においては指及びペンの
いずれの入力も禁止される。
【０００６】
　他方、特許文献４には、ユーザの指の指紋パターンまたは接触面積パターンと処理動作
とを対応付けて登録しておき、タッチパネルに触れた指の指紋パターンまたは接触面積パ
ターンを検出して当該指紋パターンまたは接触面積パターンに割り当てられた処理動作を
実行する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平７－２００１３３号公報
【特許文献２】特開２００８－１０８２３３号公報
【特許文献３】特開２００７－２１９７３７号公報
【特許文献４】特開平１１－３２７７２７号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献１及び２に記載された技術においては、ユーザがタッチパネル
を備える携帯端末を把持した場合に、意図しない部位（例えば、ユーザの指の腹や掌等）
がタッチパネルに触れることによって、消去モードあるいは指入力としての誤入力が発生
してしまう可能性がある。
【０００９】
　また、特許文献３に記載された技術においては、ドットスペーサの配列ピッチを調整す
ることにより、指やペンによる意図しない入力を禁止することができる。そのためには、
入力を禁止する領域を予め決定しておく必要があるが、意図しない入力の位置を予測して
入力禁止領域を決定するのは困難である。
【００１０】
　さらに、特許文献４に記載された技術においては、登録されていない指紋パターンまた
は接触面積パターンがタッチパネルに触れても反応しない。そのため、使用する可能性の
ある指の指紋パターンまたは接触面積パターンの全てを登録する必要性が生じ、ユーザに
とって操作が煩雑となる。
【００１１】
　本発明は、このような問題を解決するためになされたものであり、タッチパネルへの意
図しない誤入力を防止することができる携帯端末及びその制御方法を提供することを目的
としている。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明にかかる携帯端末は、物体の接触により入力を行うタッチパネルと、前記物体が
前記タッチパネルに接触した場合、前記タッチパネルにおける当該物体の接触面積を検出
する接触面積検出手段と、前記物体の前記タッチパネルへの接触による入力が有効である
か否か判定する入力判定手段と、を備え、前記入力判定手段は、前記接触面積検出手段が
検出した前記接触面積が、指入力時に前記タッチパネルに接する指先の接触面積の上限に
対応する値以上である場合、前記物体の接触による入力は無効であると判定するものであ
る。
【００１３】
　本発明にかかる携帯端末の制御方法は、物体の接触により入力を行うタッチパネルに前
記物体が接触した場合、前記タッチパネルにおける当該物体の接触面積を検出し、前記物
体の前記タッチパネルへの接触による入力が有効であるか否か判定し、前記入力が有効で
あるか否かの判定は、検出した前記接触面積が、指入力時に前記タッチパネルに接する指
先の接触面積の上限に対応する値以上である場合、当該物体の接触による入力は無効であ
ると判定するものである。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、タッチパネルへの意図しない誤入力を防止することができる携帯端末
及びその制御方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】実施の形態１にかかる携帯端末の構成例を示す図である。
【図２】実施の形態１にかかる携帯端末の使用例を示す図である。
【図３】実施の形態１にかかる携帯端末の動作を示すフローチャートである。
【図４】実施の形態１にかかる制御部の通知情報を説明するための図である。
【図５】実施の形態２にかかる携帯端末の構成例を示す図である。
【図６】実施の形態２にかかる携帯端末の動作を示すフローチャートである。
【図７】実施の形態３にかかる携帯端末の構成例を示す図である。
【図８】実施の形態３にかかる携帯端末の動作を示すフローチャートである。
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【発明を実施するための形態】
【００１６】
　実施の形態１
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。本実施の形態にかかる携
帯端末１の構成例を図１に示す。携帯端末１は、制御部１０、ＬＣＤ（Liquid Crystal D
isplay）２０、タッチパネル３０、汎用アプリケーション部４０を備える。
【００１７】
　制御部１０は、表示部１０１、入力判定部１０２を備える。表示部１０１は、汎用アプ
リケーション部４０から送られてきた画面情報をＬＣＤ２０に表示する。ここで、汎用ア
プリケーション部４０は、タッチパネル３０に物体が接触した場合に、制御部１０から通
知されるタッチパネル３０上の座標情報を取得する。そして、汎用アプリケーション部４
０は、取得した座標情報に基づいてイベント処理を実行し、イベント処理の実行結果を表
示部１０１に送り画面情報を更新する。アプリケーションの内容は、例えばブラウザやメ
ーラ等であり、今日よく知られている一般的なアプリケーションである。
【００１８】
　入力判定部１０２は、物体がタッチパネル３０に接触した場合に、タッチパネル３０へ
の接触による入力が有効であるか否か判定する。具体的には、タッチパネル３０に接触し
た物体の面積が、指入力時にタッチパネル３０に接する指先の接触面積の上限に対応する
値（以下、第１の閾値と称す。）以上である場合に、当該物体の接触による入力は無効で
あると判定する。なお、第１の閾値は、ユーザが任意に設定可能であり、指先よりも大き
く、指の腹よりは小さい面積であることが好ましい。
【００１９】
　タッチパネル３０は、接触座標取得部３０１、接触面積検出部３０２を備える。接触座
標取得部３０１は、タッチパネル３０において物体が接触した座標を取得する。具体的に
は、タッチパネル３０にユーザがペンや指等を接触させた場合、接触座標取得部３０１は
、接触した点の座標情報を取得し、制御部１０に座標情報を送る。接触面積検出部３０２
は、物体がタッチパネル３０に接触した場合、当該物体のタッチパネル３０への接触面積
を検出する。
【００２０】
　ここで、携帯端末１の使用例について図２を用いて説明する。図２に示すように、携帯
端末１のユーザは、片手で携帯端末１を把持し、もう一方の手でペン９１（または指先）
を用いてタッチパネル３０に触れて入力動作を行う。このとき、タッチパネル３０は、携
帯端末１をユーザが片手で把持した場合に、把持した手の指の一部がタッチパネル３０に
触れる大きさである。より詳細には、携帯端末１のタッチパネル３０が設けられている面
５０において、タッチパネル３０の領域が面５０の面積の８０～９０％を占めているよう
な携帯端末１においては、把持した際にタッチパネル３０に指が触れやすいので、本発明
を適用することによる効果が大きい。図２においては、携帯端末１を把持する手の親指９
２がタッチパネル３０に触れている使用状態を示している。
【００２１】
　続いて、本実施の形態にかかる携帯端末１の動作例について図３に示したフローチャー
トを用いて説明する。まず、タッチパネル３０が物体の接触を検出する（ステップＳ１０
１）。すると、接触面積検出部３０２が、タッチパネル３０に接触した物体の接触面積Ｗ
を検出し、接触面積Ｗの情報を制御部１０へ送る（ステップＳ１０２）。このとき、接触
座標取得部３０１も、取得した物体の接触位置の座標情報を制御部１０に送る。入力判定
部１０２は、送られてきた接触面積Ｗが第１の閾値Ｗａよりも大きいか否かを判定する（
ステップＳ１０３）。
【００２２】
　接触面積Ｗが第１の閾値Ｗａよりも小さい場合（Ｗ＜Ｗａ）、入力判定部１０２は、当
該物体の接触による入力は有効であると判定する。そして、制御部１０は、接触座標取得
部３０１から送られてきた座標情報を汎用アプリケーション部４０に通知する（ステップ
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Ｓ１０４）。そして、汎用アプリケーション部４０は、座標情報に応じた処理動作を実行
する。その後、汎用アプリケーション部４０は、処理結果を制御部１０に送り、表示部１
０１が当該処理結果に基づいてＬＣＤ２０の表示を更新する。
【００２３】
　一方、接触面積Ｗが第１の閾値Ｗａ以上である場合（Ｗ≧Ｗａ）、入力判定部１０２は
、当該物体の接触による入力は無効であると判定する。そのため、制御部１０は、接触面
積Ｗが第１の閾値Ｗａ以上である接触による座標情報を汎用アプリケーション部４０に送
らない。つまり、当該物体のタッチパネル３０への接触に対しては、汎用アプリケーショ
ン部４０は何ら処理を実行しない。
【００２４】
　以上のタッチパネル３０の動作について図２に示した使用例を用いてより具体的に説明
する。図４は、図２に示した使用例において、タッチパネル３０から制御部１０へ通知さ
れる情報を示す図である。図４において、ペン９１でタッチパネル３０に触れた部分９３
については、接触座標取得部３０１は、当該部分９３の座標（ｘ１、ｙ１）を取得し、制
御部１０に座標情報を送る。このとき、接触座標取得部３０１は、接触部分の中心座標を
取得する。また、接触面積検出部３０２は、接触面積Ｗ１を検出し、接触面積Ｗ１の情報
を制御部１０に送る。同様に、タッチパネル３０は、親指９２による接触部分９４の座標
（ｘ２、ｙ２）及び接触面積Ｗ２を制御部１０に送る。
【００２５】
　入力判定部１０２は、接触面積検出部３０２から送られてきた接触面積Ｗ１、Ｗ２が第
１の閾値Ｗａ以上であるか否かを判定する。本例においては、Ｗ１＜Ｗａ＜Ｗ２であると
する。接触面積Ｗ１は第１の閾値Ｗａよりも小さいため、入力判定部１０２は、接触面積
Ｗ１により接触した物体、つまりペン９１の入力は有効であると判定する。そして、制御
部１０がペン９１による入力座標（ｘ１、ｙ１）を汎用アプリケーション部４０に送る。
【００２６】
　一方、接触面積Ｗ２は第１の閾値Ｗａよりも大きいため、入力判定部１０２は、接触面
積Ｗ２により接触した物体、つまり親指９２の入力は無効であると判定する。そのため、
制御部１０は親指９２による入力座標（ｘ２、ｙ２）を汎用アプリケーション部４０に送
らない。なお、入力判定部１０２は、タッチパネル３０に同時に複数の物体が接触した場
合（例えば、ペンと指が同時にタッチパネルに接触した場合）、それぞれの物体に対して
判定動作を行う。
【００２７】
　このように、本実施の形態にかかる携帯端末１の構成によれば、接触面積検出部３０２
がタッチパネル３０上の物体の接触面積を検出し、入力判定部１０２が当該接触面積と第
１の閾値とに基づいて、物体の接触による入力は有効であるか否かを判定する。そのため
、例えば、携帯端末１を把持する指の一部がタッチパネル３０に触れてしまうような場合
であっても、接触面積が第１の閾値以上であれば当該接触は無効とされる。その一方で、
ペンや指先などによる接触面積が第１の閾値よりも小さい接触は有効とされる。その結果
、タッチパネル３０への意図しない接触により発生する誤入力を防止することができる。
【００２８】
　実施の形態２
　本発明にかかる実施の形態２について説明する。本実施の形態にかかる携帯端末２の構
成例を図５に示す。図５に示した携帯端末２は、図１に示した携帯端末１の構成に加え、
画像比較部１０３、接触画像読取部３０３、タッチパネル設定アプリケーション部４１、
登録画像記憶部６０を備える。なお、その他の構成については携帯端末１と同様であるの
で、説明を省略する。
【００２９】
　画像比較部１０３は、タッチパネル３０に接触した画像データと登録画像データとを比
較し、認証を行う。入力判定部１０２は、接触面積検出部３０２が検出した接触面積Ｗと
画像比較部１０３の比較結果とに基づいて、当該物体の接触による入力は有効であるか否
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かを判定する。ここで、登録画像データとは、予め登録されたユーザ自身の指先画像デー
タであり、ＲＡＭ（Random Access Memory）等のメモリである登録画像記憶部６０に格納
されている。
【００３０】
　接触画像読取部３０３は、タッチパネル３０に接触した物体の画像をスキャンして、当
該物体の画像データを読み取る。当該画像データは画像比較部１０３へ送られる。本実施
の形態においては、画像データとして指先画像データが用いられる。画像比較部１０３は
、指紋認証や静脈認証等を用いて画像データを比較する。
【００３１】
　タッチパネル設定アプリケーション部４１は、画像比較部１０３の比較処理に関するユ
ーザ設定画面を表示させるアプリケーションである。比較処理に関するユーザ設定画面と
は、例えば登録画像データを登録する画面や、画像比較処理の有効無効を切り替える画面
等である。
【００３２】
　続いて、本実施の形態にかかる携帯端末２の動作例について図６に示したフローチャー
トを用いて説明する。まず、実施の形態１と同様に、タッチパネル３０が物体の接触を検
出する（ステップＳ１０１）。次に、接触面積検出部３０２が、接触面積Ｗを検出し、接
触面積Ｗを制御部１０へ送る。また、接触画像読取部３０３は、タッチパネルに接触した
指の指先画像データを読み取り、制御部１０へ送る（ステップＳ２０１）。そして、入力
判定部１０２が、接触面積Ｗが第１の閾値Ｗａ以上か否かを判定する（ステップＳ１０３
）。ここで、接触面積Ｗが第１の閾値Ｗａよりも大きい場合は（Ｗ≧Ｗａ）、入力判定部
１０２は、当該物体の接触による入力は無効であると判定する。
【００３３】
　一方、接触面積Ｗが第１の閾値Ｗａよりも小さい場合（Ｗ＜Ｗａ）、制御部１０は、タ
ッチパネル設定アプリケーション部４１により設定された指紋認証設定の読み込みを実行
する（ステップＳ２０２）。具体的には、画像比較部１０３は、登録画像記憶部６０から
登録指先画像データを読み込む。また、制御部１０は、指紋認証の有効無効の設定を読み
込む。そして、制御部１０は、指紋認証が有効であるか否かを判定する（ステップＳ２０
３）。指紋認証が無効である場合は、制御部１０はタッチパネル３０に接触した指先の座
標情報を汎用アプリケーション部４０に通知する（ステップＳ１０４）。
【００３４】
　指紋認証が有効である場合、画像比較部１０３は、接触画像読取部３０３が読み取った
指先画像データと、登録画像記憶部６０から読み込んだ登録指先画像データとを比較する
（ステップＳ２０４）。読み取った指先画像データが登録指先画像データと一致した場合
は、入力判定部１０２は、当該指先の接触による入力は有効であると判定し、制御部１０
は当該指先の座標情報を汎用アプリケーション部４０に通知する（ステップＳ１０４）。
読取指先画像データが登録指先画像データと一致しない場合は、入力判定部１０２は、当
該指先による入力は無効であると判定し、制御部１０は当該指先の座標情報を通知しない
。なお、この認証処理の有効無効は、タッチパネル設定アプリケーション部４１の設定を
変更することにより、ユーザが任意に切り替え可能である。
【００３５】
　このように、本実施の形態にかかる携帯端末２によれば、接触画像読取部３０３がタッ
チパネル３０に接触した指紋等の画像データを読み取り、入力判定部１０２は、接触面積
Ｗに加えて、当該読取画像に基づいて、指先などの接触による入力が有効であるか否かを
判定する。そのため、予め登録したユーザの指先以外の接触は無効とされる。その結果、
誤入力判定の精度が高まる。また、ユーザの指以外には反応しないためセキュリティの向
上も図ることができる。
【００３６】
　実施の形態３
　本発明にかかる実施の形態３について説明する。本実施の形態にかかる携帯端末３の構
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成例を図７に示す。図７に示した携帯端末３は、図５に示した携帯端末２の構成に加えて
、モード判定部１０４を備える。なお、その他の構成については携帯端末２と同様である
ので、説明を省略する。
【００３７】
　モード判定部１０４は、接触面積検出部３０２が検出した接触面積Ｗが、ペン入力時に
タッチパネル３０に接するペン先の接触面積の上限に対応する値（以下、第２の閾値と称
す。）Ｗｂよりも小さい場合、ペン入力モードであると判定し、接触面積Ｗが第２の閾値
Ｗｂ以上かつ第１の閾値Ｗａよりも小さい場合、指入力モードであると判定する。ここで
、第２の閾値とは、タッチパネル３０に接触した物体がペンによるものか指によるものか
を判定するための閾値である。第２の閾値は、ユーザが任意に設定可能であり、ペン先の
接触面積よりも大きく、指先の接触面積よりも小さい値が好ましい。なお、入力判定部１
０２と同様に、モード判定部１０４も、タッチパネル３０に同時に複数の物体が接触した
場合、それぞれの物体に対して判定動作を行う。
【００３８】
　続いて、本実施の形態にかかる携帯端末３の動作例について図８に示すフローチャート
を用いて説明する。まず、実施の形態２と同様に、タッチパネル３０が物体の接触を検出
すると（ステップＳ１０１）、接触面積検出部３０２が接触面積Ｗを検出し、接触画像読
取部３０３が物体の接触画像を読み取る（ステップＳ２０１）。
【００３９】
　次に、入力判定部１０２及びモード判定部１０４が、タッチパネル３０に接触した物体
の入力モードを判定する（ステップＳ３０１）。具体的には、入力判定部１０２が、上述
した実施の形態２と同様に、接触面積Ｗが第１の閾値Ｗａ以上か否かを判定する。ここで
、接触面積Ｗが第１の閾値Ｗａよりも大きい場合は（Ｗ≧Ｗａ）、入力判定部１０２は、
当該物体の接触による入力は無効であると判定する。
【００４０】
　一方、接触面積Ｗが第１の閾値Ｗａよりも小さい場合（Ｗ＜Ｗａ）、モード判定部１０
４は、入力モードがペン入力モードであるか指入力モードであるかを判定する。接触した
物体の接触面積Ｗが第２の閾値Ｗｂよりも小さい場合（Ｗ＜Ｗｂ）、モード判定部１０４
は、タッチパネル３０に接触した物体はペン先であるとして、ペン入力モードであると判
定する。この場合、制御部１０は、当該入力はペン入力モードであるとして、ペン先の接
触部分の座標情報を汎用アプリケーション部４０に通知する（Ｓ１０４）。
【００４１】
　接触した物体の接触面積Ｗが第２の閾値Ｗｂ以上であり、かつ、第１の閾値Ｗａよりも
小さい場合（Ｗｂ≦Ｗ＜Ｗａ）、モード判定部１０４は、タッチパネル３０に接触した物
体は指先であると判定する。接触した物体が指先であると判定されると、実施の形態２と
同様の処理が行われる。
【００４２】
　つまり、制御部１０が、指先画像の認証設定を読み込む（ステップＳ２０２）。そして
、制御部１０は、認証が有効であるか否かを判定し（ステップＳ２０３）、無効であれば
、当該指先の座標情報を汎用アプリケーション部４０に通知する。認証が有効である場合
は、画像比較部１０３が、読取画像と登録画像とを比較する（ステップＳ２０４）。読取
画像と登録画像とが一致していれば、制御部１０は、当該入力は指入力モードであるとし
て、指先の接触部分の座標情報を汎用アプリケーション部４０に通知する（ステップＳ１
０４）。読取画像と登録画像とが一致しなければ、入力判定部１０２は、当該入力を無効
であると判定する。
【００４３】
　このように、本実施の形態にかかる携帯端末３によれば、モード判定部１０４が、接触
した物体に応じて入力モードを判定する。そのため、ペン入力モードの場合か指入力モー
ドの場合かによって、汎用アプリケーション部４０の処理動作を変更することができる。
その結果、タッチパネル３０への接触に対する処理動作の変更を容易に行うことができる
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。
【００４４】
　なお、本発明は上記実施の形態に限られたものではなく、趣旨を逸脱しない範囲で適宜
変更、組み合わせをすることが可能である。例えば、画像データは、指先画像に限られず
、スタイラスの画像であってもよい。また、登録画像データは、ユーザの指先画像データ
ではなく、指先か否かを判定できるような汎用的な指先画像であってもよい。これにより
、ユーザ以外の指先であっても有効な入力と判定されるため、利便性が向上する。さらに
、制御部１０が、タッチパネル３０から送られてくる座標情報に基づいて、接触面積Ｗを
検出する構成としてもよい。
【００４５】
　上記の実施の形態の一部または全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下に
は限られない。
【００４６】
　　　（付記１）
　物体の接触により入力を行うタッチパネルと、
　前記物体が前記タッチパネルに接触した場合、前記タッチパネルにおける当該物体の接
触面積を検出する接触面積検出手段と、
　前記物体の前記タッチパネルへの接触による入力が有効であるか否か判定する入力判定
手段と、を備え、
　前記入力判定手段は、前記接触面積検出手段が検出した前記接触面積が、指入力時に前
記タッチパネルに接する指先の接触面積の上限に対応する値以上である場合、前記物体の
接触による入力は無効であると判定する携帯端末。
【００４７】
　　　（付記２）
　前記タッチパネルは、前記携帯端末をユーザが片手で把持した場合、把持した手の指の
一部が前記タッチパネルに触れる大きさである付記１に記載の携帯端末。
【００４８】
　　　（付記３）
　前記タッチパネルに接触した前記物体の画像データを読み取る接触画像読取手段をさら
に備え、
　前記入力判定手段は、前記接触面積検出手段が検出した前記接触面積が指先の接触面積
の上限に対応する値よりも小さい場合、前記接触画像読取手段が読み取った画像データに
基づいて、前記物体の接触による入力が有効であるか否かを判定する付記１または２に記
載の携帯端末。
【００４９】
　　　（付記４）
　予め登録された画像データを格納する登録画像記憶手段と、
　前記予め登録された画像データと前記接触画像読取手段が読み取った画像データとを比
較する画像比較手段と、をさらに備え、
　前記入力判定手段は、前記接触面積検出手段が検出した前記接触面積が前記指先の接触
面積の上限に対応する値よりも小さい場合、前記画像比較手段の比較結果に基づいて、当
該物体の接触による入力が有効であるか否かを判定する付記３に記載の携帯端末。
【００５０】
　　　（付記５）
　前記入力判定手段は、前記接触面積検出手段が検出した前記接触面積が、ペン入力時に
前記タッチパネルに接するペン先の接触面積の上限に対応する値以上かつ前記指先の接触
面積の上限に対応する値よりも小さい場合、前記接触画像読取手段が読み取った画像デー
タに基づいて、前記物体の接触による入力は有効であるか否かを判定する付記３または４
に記載の携帯端末。
【００５１】
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　　　（付記６）
　前記画像データはユーザの指先画像データであり、前記接触画像読取手段は、前記タッ
チパネルに接触した前記指先画像データを読み取る付記３～５に記載の携帯端末。
【００５２】
　　　（付記７）
　前記接触面積検出手段が検出した前記接触面積が、前記ペン先の接触面積の上限に対応
する値よりも小さい場合、ペン入力モードであると判定し、前記接触面積が前記ペン先の
接触面積の上限に対応する値以上かつ前記指先の接触面積の上限に対応する値よりも小さ
い場合、指入力モードであると判定するモード判定手段をさらに備える付記５または６に
記載の携帯端末。
【００５３】
　　　（付記８）
　前記タッチパネルに複数の前記物体が接触する場合、
　前記入力判定手段は、それぞれの前記物体の前記タッチパネルへの接触による入力が有
効であるか否か判定する付記１～７のいずれか一項に記載の携帯端末。
【００５４】
　　　（付記９）
　物体の接触により入力を行うタッチパネルに前記物体が接触した場合、前記タッチパネ
ルにおける当該物体の接触面積を検出し、
　前記物体の前記タッチパネルへの接触による入力が有効であるか否か判定し、
　前記入力が有効であるか否かの判定は、
　検出した前記接触面積が、指入力時に前記タッチパネルに接する指先の接触面積の上限
に対応する値以上である場合、当該物体の接触による入力は無効であると判定する携帯端
末の制御方法。
【００５５】
　　　（付記１０）
　前記タッチパネルは、前記携帯端末をユーザが片手で把持した場合、把持した手の指の
一部が前記タッチパネルに触れる大きさである付記９に記載の携帯端末。
【００５６】
　　　（付記１１）
　前記タッチパネルに接触した前記物体の画像データを読み取り、
　前記入力が有効であるか否かの判定は、
　検出した前記接触面積が指先の接触面積の上限に対応する値よりも小さい場合、読み取
った前記画像データに基づいて、前記物体の接触による入力が有効であるか否かを判定す
る付記９または１０に記載の携帯端末の制御方法。
【００５７】
　　　（付記１２）
　予め登録された画像データと読み取った画像データとを比較し、
　比較結果に基づいて、当該物体の接触による入力が有効であるか否かを判定する付記１
１に記載の携帯端末の制御方法。
【００５８】
　　　（付記１３）
　前記入力は有効であるか否かの判定は、検出した前記接触面積が、ペン入力時に前記タ
ッチパネルに接するペン先の接触面積の上限に対応する値以上かつ前記指先の接触面積の
上限に対応する値よりも小さい場合、読み取った前記画像データに基づいて、前記物体の
接触による入力が有効であるか否かを判定する付記１１または１２に記載の携帯端末の制
御方法。
【００５９】
　　　（付記１４）
　前記画像データはユーザの指先画像データであり、前記タッチパネルに接触した前記指
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先画像データを読み取る付記１１～１３のいずれか一項に記載の携帯端末の制御方法。
【００６０】
　　　（付記１５）
　検出した前記物体の接触面積が、前記ペン先の接触面積の上限に対応する値よりも小さ
いは、ペン入力モードであると判定し、
　前記接触面積が前記ペン先の接触面積の上限に対応する値以上かつ前記指先の接触面積
の上限に対応する値よりも小さい場合、指入力モードであると判定する付記１３または１
４に記載の携帯端末の制御方法。
【００６１】
　　　（付記１６）
　前記タッチパネルに複数の前記物体が接触する場合、
　前記入力は有効であるか否かの判定は、それぞれの前記物体の前記タッチパネルへの接
触による入力が有効であるか否か判定する付記９～１５のいずれか一項に記載の携帯端末
の制御方法。
【００６２】
　　　（付記１７）
　物体の接触により入力を行うタッチパネルと、
　前記物体が前記タッチパネルに接触した場合、前記タッチパネルにおける当該物体の接
触面積を検出する接触面積検出手段と、
　前記物体の前記タッチパネルへの接触による入力が有効であるか否か判定する入力判定
手段と、を備え、
　前記入力判定手段は、前記接触面積検出手段が検出した前記接触面積が、指入力時に前
記タッチパネルに接する指先の接触面積の上限に対応する値以上である場合、前記物体の
接触による入力は無効であると判定する入力装置。
【００６３】
　　　（付記１８）
　前記タッチパネルは、前記入力装置をユーザが片手で把持した場合、把持した手の指の
一部が前記タッチパネルに触れる大きさである付記１７に記載の入力装置。
【００６４】
　　　（付記１９）
　前記タッチパネルに接触した前記物体の画像データを読み取る接触画像読取手段をさら
に備え、
　前記入力判定手段は、前記接触面積検出手段が検出した前記接触面積が指先の接触面積
の上限に対応する値よりも小さい場合、前記接触画像読取手段が読み取った画像データに
基づいて、前記物体の接触による入力が有効であるか否かを判定する付記１７または１８
に記載の入力装置。
【００６５】
　　　（付記２０）
　予め登録された画像データを格納する登録画像記憶手段と、
　前記予め登録された画像データと前記接触画像読取手段が読み取った画像データとを比
較する画像比較手段と、をさらに備え、
　前記入力判定手段は、前記接触面積検出手段が検出した前記接触面積が前記指先の接触
面積の上限に対応する値よりも小さい場合、前記画像比較手段の比較結果に基づいて、当
該物体の接触による入力が有効であるか否かを判定する付記１９に記載の入力装置。
【００６６】
　　　（付記２１）
　前記入力判定手段は、前記接触面積検出手段が検出した前記接触面積が、ペン入力時に
前記タッチパネルに接するペン先の接触面積の上限に対応する値以上かつ前記指先の接触
面積の上限に対応する値よりも小さい場合、前記接触画像読取手段が読み取った画像デー
タに基づいて、前記物体の接触による入力は有効であるか否かを判定する付記１９または
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【００６７】
　　　（付記２２）
　前記画像データはユーザ指先画像データであり、前記接触画像読取手段は、前記タッチ
パネルに接触した前記指先画像データを読み取る付記１９～２１に記載の入力装置。
【００６８】
　　　（付記２３）
　前記接触面積検出手段が検出した前記接触面積が、前記ペン先の接触面積の上限に対応
する値よりも小さい場合、ペン入力モードであると判定し、前記接触面積が前記ペン先の
接触面積の上限に対応する値以上かつ前記指先の接触面積の上限に対応する値よりも小さ
い場合、指入力モードであると判定するモード判定手段をさらに備える付記２１または２
２に記載の入力装置。
【００６９】
　　　（付記２４）
　前記タッチパネルに複数の前記物体が接触する場合、
　前記入力判定手段は、それぞれの前記物体の前記タッチパネルへの接触による入力が有
効であるか否か判定する付記１７～２３のいずれか一項に記載の入力装置。
【００７０】
　この出願は、２０１０年２月１９日に出願された日本出願特願２０１０－３５２５１を
基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
【符号の説明】
【００７１】
１～３　携帯端末
１０　制御部
２０　ＬＣＤ
３０　タッチパネル
４０　汎用アプリケーション部
４１　タッチパネル設定アプリケーション部
５０　面
６０　登録画像記憶部
９１　ペン
９２　親指
９３　ペンの接触部分
９４　親指の接触部分
１０１　表示部
１０２　入力判定部
１０３　画像比較部
１０４　モード判定部
３０１　接触座標取得部
３０２　接触面積検出部
３０３　接触画像読取部
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【手続補正書】
【提出日】平成24年7月26日(2012.7.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物体の接触により入力を行うタッチパネルと、
　前記物体が前記タッチパネルに接触した場合、前記タッチパネルにおける当該物体の接
触面積を検出する接触面積検出手段と、
　前記物体の前記タッチパネルへの接触による入力が有効であるか否か判定する入力判定
手段と、を備え、
　前記入力判定手段は、前記接触面積検出手段が検出した前記接触面積が、指入力時に前
記タッチパネルに接する指先の接触面積の上限に対応する値以上である場合、前記物体の
接触による入力は無効であると判定する携帯端末。
【請求項２】
　前記タッチパネルは、前記携帯端末をユーザが片手で把持した場合、把持した手の指の
一部が前記タッチパネルに触れる大きさである請求項１に記載の携帯端末。
【請求項３】
　前記タッチパネルに接触した前記物体の画像データを読み取る接触画像読取手段をさら
に備え、
　前記入力判定手段は、前記接触面積検出手段が検出した前記接触面積が前記指先の接触
面積の上限に対応する値よりも小さい場合、前記接触画像読取手段が読み取った画像デー
タに基づいて、前記物体の接触による入力が有効であるか否かを判定する請求項１または
２に記載の携帯端末。
【請求項４】
　予め登録された画像データを格納する登録画像記憶手段と、
　前記予め登録された画像データと前記接触画像読取手段が読み取った画像データとを比
較する画像比較手段と、をさらに備え、
　前記入力判定手段は、前記接触面積検出手段が検出した前記接触面積が前記指先の接触
面積の上限に対応する値よりも小さい場合、前記画像比較手段の比較結果に基づいて、当
該物体の接触による入力が有効であるか否かを判定する請求項３に記載の携帯端末。
【請求項５】
　前記入力判定手段は、前記接触面積検出手段が検出した前記接触面積が、ペン入力時に
前記タッチパネルに接するペン先の接触面積の上限に対応する値以上かつ前記指先の接触
面積の上限に対応する値よりも小さい場合、前記接触画像読取手段が読み取った画像デー
タに基づいて、前記物体の接触による入力は有効であるか否かを判定する請求項３または
４に記載の携帯端末。
【請求項６】
　前記画像データはユーザの指先画像データであり、前記接触画像読取手段は、前記タッ
チパネルに接触した前記指先画像データを読み取る請求項３～５のいずれか一項に記載の
携帯端末。
【請求項７】
　前記接触面積検出手段が検出した前記接触面積が、前記ペン先の接触面積の上限に対応
する値よりも小さい場合、ペン入力モードであると判定し、前記接触面積が前記ペン先の
接触面積の上限に対応する値以上かつ前記指先の接触面積の上限に対応する値よりも小さ
い場合、指入力モードであると判定するモード判定手段をさらに備える請求項５に記載の
携帯端末。
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【請求項８】
　前記タッチパネルに複数の前記物体が接触する場合、
　前記入力判定手段は、それぞれの前記物体の前記タッチパネルへの接触による入力が有
効であるか否か判定する請求項１～７のいずれか一項に記載の携帯端末。
【請求項９】
　物体の接触により入力を行うタッチパネルに前記物体が接触した場合、前記タッチパネ
ルにおける当該物体の接触面積を検出するステップと、
　前記物体の前記タッチパネルへの接触による入力が有効であるか否か判定するステップ
と、を備え、
　前記入力が有効であるか否かを判定するステップは、
　前記接触面積を検出するステップにより検出された前記接触面積が、指入力時に前記タ
ッチパネルに接する指先の接触面積の上限に対応する値以上である場合、当該物体の接触
による入力は無効であると判定するステップを備える携帯端末の制御方法。
【請求項１０】
　前記タッチパネルは、前記携帯端末をユーザが片手で把持した場合、把持した手の指の
一部が前記タッチパネルに触れる大きさである請求項９に記載の携帯端末の制御方法。
【請求項１１】
　前記タッチパネルに接触した前記物体の画像データを読み取るステップをさらに備え、
　前記入力が有効であるか否かを判定するステップは、
　前記接触面積を検出するステップにより検出された前記接触面積が前記指先の接触面積
の上限に対応する値よりも小さい場合、前記画像データを読み取るステップにより読み取
られた前記画像データに基づいて、前記物体の接触による入力が有効であるか否かを判定
するステップをさらに備える請求項９または１０に記載の携帯端末の制御方法。
【請求項１２】
　予め登録された画像データと前記画像データを読み取るステップにより読み取られた画
像データとを比較するステップをさらに備え、
　前記画像データに基づいて、前記物体の接触による入力は有効であるか否かを判定する
ステップは、前記画像データを比較するステップにおける比較結果に基づいて、当該物体
の接触による入力が有効であるか否かを判定する請求項１１に記載の携帯端末の制御方法
。
【請求項１３】
　前記入力は有効であるか否かを判定するステップは、前記接触面積を検出するステップ
により検出した前記接触面積が、ペン入力時に前記タッチパネルに接するペン先の接触面
積の上限に対応する値以上かつ前記指先の接触面積の上限に対応する値よりも小さい場合
、前記画像データを読み取るステップにより読み取られた前記画像データに基づいて、前
記物体の接触による入力が有効であるか否かを判定する請求項１１または１２に記載の携
帯端末の制御方法。
【請求項１４】
　前記画像データはユーザの指先画像データであり、前記画像データを読み取るステップ
は、前記タッチパネルに接触した前記指先画像データを読み取る請求項１１～１３のいず
れか一項に記載の携帯端末の制御方法。
【請求項１５】
　前記接触面積を検出するステップにより検出した前記物体の接触面積が、前記ペン先の
接触面積の上限に対応する値よりも小さいは、ペン入力モードであると判定するステップ
と、
　前記接触面積が前記ペン先の接触面積の上限に対応する値以上かつ前記指先の接触面積
の上限に対応する値よりも小さい場合、指入力モードであると判定するステップと、
をさらに備える請求項１３に記載の携帯端末の制御方法。
【請求項１６】
　前記タッチパネルに複数の前記物体が接触する場合、
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　前記入力は有効であるか否かを判定するステップは、それぞれの前記物体の前記タッチ
パネルへの接触による入力が有効であるか否か判定する請求項９～１５のいずれか一項に
記載の携帯端末の制御方法。
【請求項１７】
　物体の接触により入力を行うタッチパネルと、
　前記物体が前記タッチパネルに接触した場合、前記タッチパネルにおける当該物体の接
触面積を検出する接触面積検出手段と、
　前記物体の前記タッチパネルへの接触による入力が有効であるか否か判定する入力判定
手段と、を備え、
　前記入力判定手段は、前記接触面積検出手段が検出した前記接触面積が、指入力時に前
記タッチパネルに接する指先の接触面積の上限に対応する値以上である場合、前記物体の
接触による入力は無効であると判定する入力装置。
【請求項１８】
　前記タッチパネルは、前記入力装置をユーザが片手で把持した場合、把持した手の指の
一部が前記タッチパネルに触れる大きさである請求項１７に記載の入力装置。
【請求項１９】
　前記タッチパネルに接触した前記物体の画像データを読み取る接触画像読取手段をさら
に備え、
　前記入力判定手段は、前記接触面積検出手段が検出した前記接触面積が指先の接触面積
の上限に対応する値よりも小さい場合、前記接触画像読取手段が読み取った画像データに
基づいて、前記物体の接触による入力が有効であるか否かを判定する請求項１７または１
８に記載の入力装置。
【請求項２０】
　予め登録された画像データを格納する登録画像記憶手段と、
　前記予め登録された画像データと前記接触画像読取手段が読み取った画像データとを比
較する画像比較手段と、をさらに備え、
　前記入力判定手段は、前記接触面積検出手段が検出した前記接触面積が前記指先の接触
面積の上限に対応する値よりも小さい場合、前記画像比較手段の比較結果に基づいて、当
該物体の接触による入力が有効であるか否かを判定する請求項１９に記載の入力装置。
【請求項２１】
　前記入力判定手段は、前記接触面積検出手段が検出した前記接触面積が、ペン入力時に
前記タッチパネルに接するペン先の接触面積の上限に対応する値以上かつ前記指先の接触
面積の上限に対応する値よりも小さい場合、前記接触画像読取手段が読み取った画像デー
タに基づいて、前記物体の接触による入力は有効であるか否かを判定する請求項１９また
は２０に記載の入力装置。
【請求項２２】
　前記画像データはユーザ指先画像データであり、前記接触画像読取手段は、前記タッチ
パネルに接触した前記指先画像データを読み取る請求項１９～２１のいずれか一項に記載
の入力装置。
【請求項２３】
　前記接触面積検出手段が検出した前記接触面積が、前記ペン先の接触面積の上限に対応
する値よりも小さい場合、ペン入力モードであると判定し、前記接触面積が前記ペン先の
接触面積の上限に対応する値以上かつ前記指先の接触面積の上限に対応する値よりも小さ
い場合、指入力モードであると判定するモード判定手段をさらに備える請求項２１に記載
の入力装置。
【請求項２４】
　前記タッチパネルに複数の前記物体が接触する場合、
　前記入力判定手段は、それぞれの前記物体の前記タッチパネルへの接触による入力が有
効であるか否か判定する請求項１７～２３のいずれか一項に記載の入力装置。
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